
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver.３ 
令和７年 12 月更新 

会議に に知っておきたい 
・・・・・ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、急速な少子高齢化に加え、虐待、引きこもりなど、その背景や原因が複雑か

つ多重に絡み合った複雑・複合的な課題が増加しています。これらの課題の早期解決に

は、関係機関・関係者の有機的な連携・協働の上で解決に導く仕組みづくりが必要であ

り、令和６年度より重層的支援体制整備事業の取り組みを開始しました。（図表 1） 

相談者の属性を問わず包括的に相談を受け止め、受け止めた相談のうち単独の相談支援

機関では対応が難しい複雑化・複合化した事例を解きほぐし、その課題の解決方法につい

て支援関係者で検討するための連携のツールとして支援会議や重層的支援会議が位置づけ

られています。それらの会議を効果的に機能させていくため、本手引きを作成しました。 

図表１ 四万十市重層的支援体制整備事業基本イメージ 
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支援会議は、会議の構成員に対する守秘義務を設け、構成員同士が安心して潜在的な

課題を抱える人に関する情報の共有などを行うことを可能とすることにより、地域にお

いて関係機関などがそれぞれ把握していながらも支援が届いていない個々の事例の情報

の共有や地域における必要な支援体制の検討を円滑にするものです。 

対象：潜在的な相談者（個人情報取り扱い同意を得る前） 

 

 

重層的支援会議は、重層的支援体制整備事業の中で想定される会議であり、関係機関

との情報共有にかかる本人同意を得たケースに関して、当該ケースのプランを共有した

り、プランの適切性を協議する場です。 

対象：担当者がいる本人（個人情報取り扱い同意を得た後） 

 

本人の健康問題や経済的問題、家族の抱える問題、世代間連鎖、地域からの孤立、支援拒否な

ど課題を多く抱え、一つの機関での支援には限界があり、課題解決には、多機関・多職種連携が

必要とされるケースについて重層的支援体制整備事業で取り扱うことにしています。 
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⃝本人が疾病や障害、経済的な問題などの複数の課題を有している。 

⃝同一家族の中で複数の家族員が健康や生活の複数の課題を有している。 

⃝本人や家族の課題に関連する迷惑行為について、近隣の地域住民が困っている。 

⃝地域の中で保健医療福祉に関する制度・サービスなどの社会資源や支援ネットワークの不

足により健康や生活などの課題を有している。 

とは、「高齢」・「障がい」・「こども」・「生活困窮」等の分野・属性を問わ

ず、以下のような状態が単独ではなく重複して抱えている事例としています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議では、参加する多職種の意見により多角的なアセスメントが可能であり、問題の構

造を可視化（図表2）することで、本人・世帯の抱える課題に対するアプローチが明確にな

り、役割調整等が図れ、より良い支援方針を検討することができます。 

会議の参加者は、複雑かつ複合課題事例への支援方法を学ぶ機会が得られます。事例を

通して、アセスメントの視点、介入方法などを関係者と共有することにより、不足する知

識や技術を把握し、今後の学習の動機づけになるとともに、相談支援能力の向上につなが

ります。また、他職種の専門性や役割を理解し、自身の役割を見つめ直す機会になりま

す。 

事例検討のプロセスを会議の参加者間で共有することによって、関係者の支援（ピアサ

ポート）にもつながり、複雑かつ複合的な課題対応の負担感を軽減できます。 

図表２ 世帯を取り巻く問題の構造化イメージ 
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会議の招集メンバーとして「事例に関わっている職種・関係者」・「今後関わってもらいたい職

種・関係者」を選定し、出席を依頼します。現在関わりがなくても、事例への今後の支援に必要

な職種や、地域課題の解決に向けた情報を得るために話を聞きたい職種・関係者等の参加依頼も

検討します。 
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具体的な進行の流れは、「四万十市重層的支援会議兼支援会議ワークシート」参照 
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（参考）一般社団法人コミュニティネットハピネス土屋幸己氏研修資料 
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重層的支援会議に関連した帳票集 

四万十市社会福祉協議会ホームページよりダウンロードいただ

けます。 
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包括的相談支援事業者が受付した相談のうち、単独の相談支援機関では対応が難しい複合的な課題を抱えた「世帯」の支援で困った際、多機関協働事

業に情報をつなぐためのシートです。 
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原則、本人の申込みにより重層的支援体制整備事業の関わりを開始します。本人同意が取れない場合、支援会議等で支援方針等を検討していきます。 
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重層的支援体制整備事業で用いるアセスメントシートになります。各事業所で使用されている独自のフェイスシートでも構いません。 
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重層的支援会議で検討した内容をもとに支援計画を作成します。こちらの計画に基づき、関係機関が連携し支援を展開していきます。 
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